
財産収入
1万円（0.0％）

繰越金
263万円（0.2％）

諸収入
420万円（0.2％）

分担金及び負担金
15億6,503万円
（92.9％）

使用料及び
手数料
1億1,205万円
（6.7％）

16億8,392万円

歳　入

衛生費
11億3,909万円
（68.0％）

公債費
4億8,510万円
（29.0％）

議会費
58万円
（0.0％）

総務費
4,981万円
（3.0％）

16億7,458万円

歳　出

釜石市
5億6,229万円
（36.0％）

住田町
8,956万円
（5.7％）

大船渡市
4億6,587万円
（29.8％）

陸前高田市
2億5,717万円
（16.4％）

大槌町
1億9,014万円
（12.1％）

合計
15億6,503万円

■令和２年度決算の状況
　歳入 16億8,392万円
　歳出 16億7,458万円
　歳入歳出差引額 934万円
　翌年度へ繰越すべき財源 0万円
　実質収支 934万円

岩手沿岸南部広域環境組合決算 問い合わせ　岩手沿岸南部広域環境組合事務局
　　　　　　☎27-7020

（△はマイナス）
市町名 ごみ搬入量（t） 前年度比較（t） 増減率（％）

釡 石 市 1万1,507.81 △ 564.06 △ 4.7
大船渡地区 9,534.25 △ 380.97 △ 3.8
陸前高田市 4,319.90 △ 182.59 △ 4.1
大 槌 町 3,107.12 △ 169.53 △ 5.2

計 2万8,469.08 △ 1,297.15 △ 4.4
※大船渡地区は、大船渡市および住田町です

　岩手沿岸南部広域環境組合は、釡石市、大船渡市、陸前高田市、大槌町、住田町の３市２町からの
負担金などにより、共同で岩手沿岸南部クリーンセンターを運営し、ごみ処理業務を行っています。
　令和２年度組合会計の歳入・歳出決算は、次のとおりです。

○令和２年度情報公開制度などの運用状況
　令和２年度は、岩手沿岸南部広域環境組合情報公開条例および岩手沿岸南部広域環境組合個人情報保護条例に基づく
開示請求および審査請求はありませんでした。

■市町負担金内訳（災害ごみ処理負担金を除く）

■ごみ搬入量内訳

申し込み・問い合わせ　〒026-8686　只越町3-9-13　市商工観光課 商工業支援係　☎27-8421

釡石市経営支援給付金（対象拡大枠） 釡石市中小企業退職金共済事業補助金
　新型コロナウイルス感染症の影響で、経営
がひっ迫していながら既存の支援制度の対
象となっていなかった市内商工事業者に給付
金を支給します。

　（独）勤労者退職金共済機構（中
退共）と退職金共済契約（新規加
入または掛金増額）をした中小企
業者に補助金を交付します。

対象

市内に事業所がある中小企業者のうち次の要件を満た
す者
⑴以下の業種を営む者（※一部対象外）
　◇鉱業・採石業・砂利採取業　◇建設業　◇製造業
　◇電気・ガス・熱供給・水道業　◇通信業
　◇運輸業※　◇金融業※　◇協同組合
⑵ 令和３年４月～10月の期間で、①または②を満たす者
①１カ月の売り上げが前々年同月比50％以上減少
② 連続する３カ月の売り上げが前々年同期比30％以上
減少

◆ 商工団体（商工会議所・商工会）が申請窓口となっ
ている「地域企業経営支援金」の対象要件を満たす
事業者は対象外です

市内に事業所がある中退共契約事業者
◆対象となる契約
・ 令和３年１月～12月までに新規加入また
は掛金増額を行った契約
・ 令和２年１月～12月までに新規加入また
は掛金増額を行った契約で、今年度も補助
対象となるもの（※）
◆補助対象期間
　令和３年１月～12月（最大12カ月分）

※例） 令和２年７月に新規（増額）契約した場
合、令和３年１月～６月分が補助対象

支給額
（補助額）

１事業所当たり上限10万円
支給額＝（前々年同期３カ月の売り上げ）－

（今年度３カ月の売り上げ）

 従業員（市民）１人につき、１月の掛金または
掛金増額分の20％（最大500円）

申請方法

・ 申請書類に必要事項を記入の上、市商工観光課（第
３庁舎１階）に持参するか、郵送してください

・ 詳細資料、申請書類は市商工観光課、各地区生活応援
センターに備え付ける他、市のホームページからダ
ウンロードできます

・ 申請書類に必要事項を記入の上、市商工観
光課に持参するか、郵送してください
・ 詳細資料、申請書類は、市商工観光課に備
え付ける他、市のホームページからダウン
ロードできます

申請期間 １月４日㈫～２月28日㈪ １月４日㈫～31日㈪

事業者対象の支援制度です
　新型コロナウイルス感染症の影響を受けている子育て世帯の生活を支援するため、子育て世帯への臨時特別給付金を
支給します。市は、クーポンによる支給は行わず、児童１人につき10万円を現金で一括支給します。

対　象

・令和３年９月30日時点で平成15年４月２日～令和３年９月30日生まれの児童を養育している人
・令和３年10月１日～令和４年３月31日生まれの新生児を養育している人（どちらも所得制限があります）
※ 児童養護施設などに入所中の児童の分は、入所先に支給されます
　令和３年10月１日以降に釡石市に転入した人は、転入前の市町村へお問い合わせください

給付額 10万円

支給要件確認フローチャート

所得制限限度額

扶養親族等の数 所得額（所得控除後の額）
（万円）

収入額の目安
（万円）

0人 622 833.3
1人 660 875.6
2人 698 917.8
3人 736 960
4人 774 1,002
5人 812 1,040

・「収入額の目安」は給与収入のみで計算しています
・令和２年１月～12月の間の所得で審査します
・扶養親族とは、令和２年中に申告された税法上の扶養親族です。令和３年生まれのお子さんは含まれません
・扶養人数が５人を超える場合は、１人につき38万円を加算した額になります

申請不要な人
　申請不要な人のうち、令和３年９月分の児童手当受給者（公務員を除く）・児童扶養手当または特別児童扶養手当の
受給者には、高校生相当のお子さんの分も含め、12月27日㈪に支給済みです。
※基準日以降児童手当の受給者を変更した場合でも、令和３年９月分を受給した人へ支給します
　令和３年10月１日以降に出生した児童の分は、１月下旬以降の支給を予定しています。支給決定後、個別にお知らせ
します。

申請が必要な人
　申請が必要な世帯には、１月以降申請書を送付します。令和４年３月31日㈭までに返信用封筒で
申請してください。詳しい申請方法は、１月15日号の広報かまいしでお知らせします。
※ 支給対象となる可能性のある人に漏れなく情報をお届けするため、保護者の所得に関わらず申請書
と案内を送付します。対象は、所得が「所得制限限度額」を超えていない保護者です。

問い合わせ　市子ども課 子ども福祉係　☎22-5121

令和３年度子育て世帯への臨時特別給付金（一括10万円給付）を支給します国事業

はい はい

はい はい

はい
はい

いい
えいいえ

いいえ
養育者の令和３年度所得が
所得制限未満である
※次の表のとおり

支給対象外
( 児童手当が特例給付の
人など)

令和３年９月分の
児童手当の受給者である

令和３年９月１日～令和４年
３月31日までに生まれた児
童を養育している

令和３年９月30日時点で、平成15年４月
２日から平成18年４月１日の間に生まれた
児童を養育している【高校生相当】

受給者は
公務員である

児童扶養手当または
特別児童扶養手当
を受給している

スタート

いいえ いいえ

いいえ

支給対象
申請不要

支給対象
申請不要

支給対象
申請が必要

市のホームページ
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財産収入
1万円（0.0％）

繰越金
263万円（0.2％）

諸収入
420万円（0.2％）

分担金及び負担金
15億6,503万円
（92.9％）

使用料及び
手数料
1億1,205万円
（6.7％）

16億8,392万円

歳　入

衛生費
11億3,909万円
（68.0％）

公債費
4億8,510万円
（29.0％）

議会費
58万円
（0.0％）

総務費
4,981万円
（3.0％）

16億7,458万円

歳　出

釜石市
5億6,229万円
（36.0％）

住田町
8,956万円
（5.7％）

大船渡市
4億6,587万円
（29.8％）

陸前高田市
2億5,717万円
（16.4％）

大槌町
1億9,014万円
（12.1％）

合計
15億6,503万円

■令和２年度決算の状況
　歳入 16億8,392万円
　歳出 16億7,458万円
　歳入歳出差引額 934万円
　翌年度へ繰越すべき財源 0万円
　実質収支 934万円

岩手沿岸南部広域環境組合決算 問い合わせ　岩手沿岸南部広域環境組合事務局
　　　　　　☎27-7020

（△はマイナス）
市町名 ごみ搬入量（t） 前年度比較（t） 増減率（％）

釡 石 市 1万1,507.81 △ 564.06 △ 4.7
大船渡地区 9,534.25 △ 380.97 △ 3.8
陸前高田市 4,319.90 △ 182.59 △ 4.1
大 槌 町 3,107.12 △ 169.53 △ 5.2

計 2万8,469.08 △ 1,297.15 △ 4.4
※大船渡地区は、大船渡市および住田町です

　岩手沿岸南部広域環境組合は、釡石市、大船渡市、陸前高田市、大槌町、住田町の３市２町からの
負担金などにより、共同で岩手沿岸南部クリーンセンターを運営し、ごみ処理業務を行っています。
　令和２年度組合会計の歳入・歳出決算は、次のとおりです。

○令和２年度情報公開制度などの運用状況
　令和２年度は、岩手沿岸南部広域環境組合情報公開条例および岩手沿岸南部広域環境組合個人情報保護条例に基づく
開示請求および審査請求はありませんでした。

■市町負担金内訳（災害ごみ処理負担金を除く）

■ごみ搬入量内訳

申し込み・問い合わせ　〒026-8686　只越町3-9-13　市商工観光課 商工業支援係　☎27-8421

釡石市経営支援給付金（対象拡大枠） 釡石市中小企業退職金共済事業補助金
　新型コロナウイルス感染症の影響で、経営
がひっ迫していながら既存の支援制度の対
象となっていなかった市内商工事業者に給付
金を支給します。

　（独）勤労者退職金共済機構（中
退共）と退職金共済契約（新規加
入または掛金増額）をした中小企
業者に補助金を交付します。

対象

市内に事業所がある中小企業者のうち次の要件を満た
す者
⑴以下の業種を営む者（※一部対象外）
　◇鉱業・採石業・砂利採取業　◇建設業　◇製造業
　◇電気・ガス・熱供給・水道業　◇通信業
　◇運輸業※　◇金融業※　◇協同組合
⑵ 令和３年４月～10月の期間で、①または②を満たす者
①１カ月の売り上げが前々年同月比50％以上減少
② 連続する３カ月の売り上げが前々年同期比30％以上
減少
◆ 商工団体（商工会議所・商工会）が申請窓口となっ
ている「地域企業経営支援金」の対象要件を満たす
事業者は対象外です

市内に事業所がある中退共契約事業者
◆対象となる契約
・ 令和３年１月～12月までに新規加入また
は掛金増額を行った契約
・ 令和２年１月～12月までに新規加入また
は掛金増額を行った契約で、今年度も補助
対象となるもの（※）
◆補助対象期間
　令和３年１月～12月（最大12カ月分）

※例） 令和２年７月に新規（増額）契約した場
合、令和３年１月～６月分が補助対象

支給額
（補助額）

１事業所当たり上限10万円
支給額＝（前々年同期３カ月の売り上げ）－

（今年度３カ月の売り上げ）

 従業員（市民）１人につき、１月の掛金または
掛金増額分の20％（最大500円）

申請方法

・ 申請書類に必要事項を記入の上、市商工観光課（第
３庁舎１階）に持参するか、郵送してください
・ 詳細資料、申請書類は市商工観光課、各地区生活応援
センターに備え付ける他、市のホームページからダ
ウンロードできます

・ 申請書類に必要事項を記入の上、市商工観
光課に持参するか、郵送してください
・ 詳細資料、申請書類は、市商工観光課に備
え付ける他、市のホームページからダウン
ロードできます

申請期間 １月４日㈫～２月28日㈪ １月４日㈫～31日㈪

事業者対象の支援制度です
　新型コロナウイルス感染症の影響を受けている子育て世帯の生活を支援するため、子育て世帯への臨時特別給付金を
支給します。市は、クーポンによる支給は行わず、児童１人につき10万円を現金で一括支給します。

対　象

・令和３年９月30日時点で平成15年４月２日～令和３年９月30日生まれの児童を養育している人
・令和３年10月１日～令和４年３月31日生まれの新生児を養育している人（どちらも所得制限があります）
※ 児童養護施設などに入所中の児童の分は、入所先に支給されます
　令和３年10月１日以降に釡石市に転入した人は、転入前の市町村へお問い合わせください

給付額 10万円

支給要件確認フローチャート

所得制限限度額

扶養親族等の数 所得額（所得控除後の額）
（万円）

収入額の目安
（万円）

0人 622 833.3
1人 660 875.6
2人 698 917.8
3人 736 960
4人 774 1,002
5人 812 1,040

・「収入額の目安」は給与収入のみで計算しています
・令和２年１月～12月の間の所得で審査します
・扶養親族とは、令和２年中に申告された税法上の扶養親族です。令和３年生まれのお子さんは含まれません
・扶養人数が５人を超える場合は、１人につき38万円を加算した額になります

申請不要な人
　申請不要な人のうち、令和３年９月分の児童手当受給者（公務員を除く）・児童扶養手当または特別児童扶養手当の
受給者には、高校生相当のお子さんの分も含め、12月27日㈪に支給済みです。
※基準日以降児童手当の受給者を変更した場合でも、令和３年９月分を受給した人へ支給します
　令和３年10月１日以降に出生した児童の分は、１月下旬以降の支給を予定しています。支給決定後、個別にお知らせ
します。

申請が必要な人
　申請が必要な世帯には、１月以降申請書を送付します。令和４年３月31日㈭までに返信用封筒で
申請してください。詳しい申請方法は、１月15日号の広報かまいしでお知らせします。
※ 支給対象となる可能性のある人に漏れなく情報をお届けするため、保護者の所得に関わらず申請書
と案内を送付します。対象は、所得が「所得制限限度額」を超えていない保護者です。

問い合わせ　市子ども課 子ども福祉係　☎22-5121

令和３年度子育て世帯への臨時特別給付金（一括10万円給付）を支給します国事業

はい はい

はい はい

はい
はい

いい
えいいえ

いいえ
養育者の令和３年度所得が
所得制限未満である
※次の表のとおり

支給対象外
( 児童手当が特例給付の
人など)

令和３年９月分の
児童手当の受給者である

令和３年９月１日～令和４年
３月31日までに生まれた児
童を養育している

令和３年９月30日時点で、平成15年４月
２日から平成18年４月１日の間に生まれた
児童を養育している【高校生相当】

受給者は
公務員である

児童扶養手当または
特別児童扶養手当
を受給している

スタート

いいえ いいえ

いいえ

支給対象
申請不要

支給対象
申請不要

支給対象
申請が必要

市のホームページ
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